
第３号すまいる通信

相続が発生し、相続税の納税資金を確保するために不動産を売却すること

がよくあります。ただし、不動産を売却しようと思ってもすぐに売ることがで

きない場合があります。売却をするためには現地調査、役所等での法令調

査、測量などをしなければなりません。これらは生前にも行うことができま

す。相続対策というのは税金のことだけではないのです。生前にできること

をやっておけば、いざ売却しなければならないというときにもスムーズに事

が進むと思います。

相続税の納税期限は、相続開始時から ヶ月です。実際には、相続人10

同士で遺産について話し合うのは四十九日が過ぎてからという感じでしょう

か。そうなると、実質約 ヶ月の間に相続税納税資金をそろえることになり8

ます。この ヶ月という時間は長いようですが、けっこうあわただしいもので8

す。

相続税がかかる人の資産の内訳は、不動産所有の割合が多く、手持ちの

現金がほとんど無いという方が圧倒的に多いです。生前に処分できる土地が

、 。あれば その土地を売却し納税資金として確保しておくことをオススメします

（ ） 。土地の売却資金で生命保険 終身保険 に加入するというのも有効です

死亡保険金を納税や代償金に充てることができます。また、保険金の受取人

を指定することができ、さらには相続税の生命保険控除（５００万円×法定

相続人数）が受けられ節税にもなりますね。

行政書士による無料相談を実施しています。

○相続で争いにならないためには？

○税金はいくらかかるの？

○目に見えない問題点は？

お気軽にお電話ください。
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